
大豊町 広報大豊町 広報大豊町 広報

１月２８日　３校合同音楽授業

33
平成26年平成26年

１１月月２８２８日日 ３３３校合同音楽授業校校合同音楽授業

「
お
お
と
よ
小
学
校
」校
歌
・
校
章
発
表！

数 字 に み る わ が ま ち
（平成２６年１月３１日現在）

(人口）合計…………… ４，473人 （－204）
　　　男………………２，010人 （－96）
　　　女……………… ２，463人 （－108）
年　少［15歳未満］………… ２11人 （－6）   4．72％
老　年［65歳以上］……… ２，405人 （－56） ５３．77％
世帯数……………… ２，498世帯 （－66）
　　　　　　　(   )は、前年同月比数

おおとよ小学校校章おおとよ小学校校章
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デザイン　石川武志

「
お
お
と
よ
小
学
校
」の
校
歌
・
校
章
が
で
き
ま
し
た

お
お
と
よ
小
学
校
校
歌作

詞　
　

村
本　

雅
紀　

作
曲　
　

青
島　

広
志　

１　

朝
陽
を
浴
び
る　

梶
ヶ
森

　
　

広
く
爽
や
か　

雄
大
に

　
　

明
る
い
心　

育
ん
で

　
　

夜
空
の
星
に　

願
お
う
よ

　
　

み
ん
な
輝
け　

輝
け　

お
お
と
よ
小
学
校

２　

力
あ
ふ
れ
る　

吉
野
川

　
　

長
く
元
気
に　

た
く
ま
し
く

　
　

清
い
心
で　

踏
み
し
め
て

　
　

明
日
へ
と
前
へ　

進
も
う
よ

　
　

み
ん
な
歩
こ
う　

歩
こ
う　

お
お
と
よ
小
学
校

３　

歴
史
を
語
る　

大
杉
よ

　
　

強
く
大
き
く　

健
や
か
に

　
　

豊
か
な
心　

抱
き
つ
つ

　
　

新
た
な
時
代　

創
ろ
う
よ

　
　

み
ん
な
伸
び
ゆ
け　

伸
び
ゆ
け　

お
お
と
よ
小
学
校

　作詞の村本雅紀さんは群馬県在住、作曲の青島広志さんは東京都在住で、ピアニストや指揮者と
しても活躍しています。お二人とも校歌を作った経験をお持ちの方です。
　校章デザインの石川武志さんは、大阪市在住で大豊町出身の方です。

　豊かな自然の大豊で、３校の子どもたちが共に手を取り、ひとつに重なって、未来に
向かって元気に成長してほしいという願いを、シンプルなデザインでシンボリックに表
現しました。

ＯＴＯＹＯの文字の中の３つの輪を
重ねて３校統合のモチーフに使用。

３校の子どもたちが互いに手を取り
合い、ひとつに結びつくイメージ。

「小」の文字と町の鳥「ヤマガラ」
を組み合わせて、子どもたちが未来
（上）へと飛翔していくイメージ。

　

校
歌
の
歌
詞
に
も
あ
る
よ
う
に
大
豊
町
を
担
う

子
ど
も
た
ち
「
み
ん
な
輝
け
み
ん
な
伸
び
ゆ
け
」

そ
し
て
、
校
章
の
デ
ザ
イ
ン
イ
メ
ー
ジ
に
も
あ
る

よ
う
に
３
校
の
子
ど
も
た
ち
が
ひ
と
つ
に
な
り

「
歩
む
」
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
学
校
づ
く
り
検
討
委
員
会
の

委
員
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
で
、
校
歌
や

校
章
な
ど
が
決
ま
り
、
４
月
１
日
に
開

校
す
る
「
お
お
と
よ
小
学
校
」
開
校
準

備
が
進
ん
で
い
ま
す
。

新
し
い
学
校
づ
く
り
検
討
委
員
会

　　

会　

長　
　

小
笠
原　

和　

浩

　

副
会
長　
　

平　

野　

右　

二

　
　

〃　
　
　

太　

田　

正　

弘

　

委　

員　
　

上　

地　
　
　

仁

　
　
　
　
　
　

西　

村　

光　

浩

　
　
　
　
　
　

釣　

井　

龍　

秀

　
　
　
　
　
　

北　

村　

栄　

治

　
　
　
　
　
　

公　

文　

康　

彦

　
　
　
　
　
　

藤　

原　

二
三
枝

　
　
　
　
　
　

小　

嶋　

俊　

輔

　
　
　
　
　
　

今　

井　

基　

史

　
　
　
　
　
　

下　

村　

香　

子

　
　
　
　
　
　

秋　

山　

聖　

一

　
　
　
　
　
　

桒　

名　

公　

平

　
　
　
　
　
　

久　

保　

竜　

太

　
　
　
　
　
　

今　

井　

節　

子

　
　
　
　
　
　

西　

村　

敏　

雄
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教育委員会
　　　だより
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電　　話
役場　72-0450
ふれあいセンター
　　　73-0811
農業センター
　　　73-0978
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■
加
入
の
手
続
き
が
１４
日
以
内
に
さ
れ

な
い
場
合

　

特
別
な
理
由
が
な
い
限
り
、
手
続

き
を
し
た
月
の
初
日
よ
り
前
の
医
療

費
は
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
国
保
税
は
、
届
け
出
を
し
た

月
か
ら
で
は
な
く
、
国
保
に
加
入
す

る
資
格
を
得
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
脱
退
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合

　

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し

た
後
に
、
国
保
の
保
険
証
で
医
療
を

受
け
た
場
合
、
国
保
で
負
担
し
た
分

の
医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
の
保
険
料
と
国
保
税
を

二
重
に
払
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

■
医
療
機
関
に
も
保
険
変
更
の
届
け
出
を

　

職
場
の
健
康
保
険
等
に
加
入
さ
れ

て
か
ら
、
健
康
保
険
証
が
交
付
さ
れ

る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
間
に
国
保
の
保
険
証

で
医
療
機
関
を
受
診
し
て
い
る
場
合

は
、
至
急
、
健
康
保
険
が
変
更
し
た

こ
と
を
医
療
機
関
に
も
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

■
平
成
２６
年
度
の
国
保
の
保
険
証

　

新
年
度
の
保
険
証
は
、
一
般
被
保

険
者
が
紫
色
、
退
職
被
保
険
者
が
緑

色
で
す
。
３
月
下
旬
に
世
帯
全
員
の

分
を
世
帯
主
に
送
付
し
ま
す
。

　

７０
〜
７４
歳
の
被
保
険
者
で
、
高
齢

受
給
者
証
（
ピ
ン
ク
色
）
は
保
険
証

と
一
緒
に
３
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。

■
７０
〜
７４
歳
の
被
保
険
者
に
係
る
窓
口

負
担
見
直
し
に
つ
い
て

　

７０
歳
〜
７４
歳
の
方
の
窓
口
負
担
は

法
律
上
２
割
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

特
例
措
置
で
こ
れ
ま
で
１
割
負
担
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
平
成
２６
年
度
か

ら
、
よ
り
公
平
な
仕
組
み
と
す
る
た

め
、
こ
の
特
例
措
置
が
見
直
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
の

方
の
生
活
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
平
成
２６
年
４
月

２
日
以
降
７０
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

方
か
ら
段
階
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
減
免
等

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
方
が

次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
医
療
費
の

支
払
い
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
世
帯
主
の
申
請
に
よ
り
医
療
費
の

一
部
負
担
金
（
自
己
負
担
額
）
に
つ
い

て
、
減
免
や
徴
収
猶
予
が
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

《
減
免
等
の
要
件
》

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
な
ど
に
よ
り

資
産
に
重
大
な
損
害
を
受
け
た
と
き

②
災
害
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁

等
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た

と
き

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失
業

な
ど
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
と
き

《
適
用
期
間
》

　

審
査
の
結
果
、
認
め
ら
れ
た
場
合
、

徴
収
猶
予
は
６
カ
月
以
内
を
限
度
と
し

て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
減
免

等
は
１
カ
月
単
位
の
更
新
制
で
原
則
３

カ
月
を
限
度
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

■
こ
の
ペ
ー
ジ
の
問
い
合
わ
せ
先
■

住
民
課
保
険
窓
口
班
国
保
係

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は
お
早
め
に

　

年
度
替
わ
り
の
時
期
は
、転
入
・
転
出
・
就
職
・
退
職
な
ど
に
よ
り
国
民
健
康

保
険
の
加
入
・
脱
退
な
ど
の
手
続
き
が
多
く
な
る
時
期
で
す
。

　

加
入
・
脱
退
な
ど
の
手
続
き
は
、１４
日
以
内
に
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■今年４月２日以降に７０歳の誕生日を迎える方（誕生日が昭和１９年４月２日以降の方）
　７０歳の誕生月の翌月（各月１日が誕生日の方はその月）の診療から、窓口負担が２割
になります。
　　例：今年４月２日～５月１日に７０歳になった方　→　５月の診療から２割負担
　なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、７０歳から２割負担とな
る方は、６９歳までと比べて上限額が下がります。

■今年４月１日までに７０歳の誕生日を迎えた方（誕生日が昭和１９年４月１日までの方）
　４月以降も医療費の窓口負担は１割のまま変わりません。
　　例：今年３月２日～４月１日に７０歳になった方　→　これまでの３割負担から１割負担
　窓口負担の毎月の負担上限額も変わりません。

※いずれの方も一定の所得がある方は、これまでどおり３割負担です。
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　１月１９日、農工センターで大豊町消防団出初め式が行われ、
消防団員が一堂に会して防火・防災への誓いを新たにしました。
　式では桒名団長から、「昨年の訓練では、夏季演習操法大会
において、見事に優勝を収められました落合分団落合部のその
活躍に対し敬意を表します。年頭に当たって決意を新たに消防
の責務の重大さを更に認識するとともに団員としての自覚と誇
りをもって消防精神の高揚に努め住民の期待と信頼に応えら
れるよう、なお一層御精進されますようお願いします」との訓示
がありました。
　なお、昨年の町内での火災発生件数は、建物火災１件、林野火
災４件でした。

　１月２３日～２４日、秋田県北秋田市で「第９回全国どぶろく研
究大会」が行われ、どぶろくコンテスト濃芳醇の部５０銘柄の中か
ら、農家食堂ファミリー大杉さんが作る「大杉のどぶろく「輝」甘
口」が最優秀賞に輝きました。「受賞すると思ってなかったき、名前
を呼ばれたけど気がつかんかった（笑）」と話す代表の杉本輝秀さ
ん。今回３回目の挑戦で、少し作り方を変えて出品したそうです。
また、淡麗の部でも「大杉のどぶろく「輝」辛口」が入選しました。
　「これからも味のいいものを作って、みんなに喜ばれることをし
たい。どぶろくのみでは飽きられるき、加工品にも挑戦してみた
い」と意欲的な杉本さん。日本一の大杉の下で、日本一のどぶろく
ができました。

「大杉のどぶろく輝（甘口）」が日本一に！

　２月９日、「第２６回福寿草まつり」が開幕、オープニングセ
レモニーでは、永渕神楽やもちまきなどが行われました。
　この日は前日から降り続いた雪が福寿草を隠してしまい、
寒い開幕となりましたが、雪の間から顔を出す福寿草の蕾
を、皆さん一生懸命探してカメラに収めていました。
　花は２、３分咲きといったところでしょうか。
　福寿草まつりは、３月９日（日）まで行われ、３月２日（日）に
は、土佐おもてなし勤王党のステージショーが行われます。
　山里に春をつげる妖精、福寿草を見に皆さんぜひお越し
ください！

第26回福寿草まつり開幕！

　２月１９日、本山町プラチナセンターで「本山警察署管内
４町村における事務および事業からの暴力団の排除に関す
る協定書」調印式が行われました。
　この協定書は、暴力団を利用することのないよう、本山警
察所管内４町村が実施する事務や公共事業の全てから暴力
団を排除するにあたって、本山警察署から情報提供を受け
るために、必要な事項を定めたものです。
　本町では現在のところ、暴力団による町の事務事業への
具体的介入は認められませんが、この協定の締結によりなお
一層努力し、町民が安心して暮らせる町づくりを目指します。

暴力団排除協定書調印式

大豊町消防団出初め式
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●無免許運転をするおそれがある者に自動車
等を提供すると

　３年以下の懲役または５０万円以下の罰金
●運転者が無免許であることを知りながら、自
動車等に乗せてくれるよう運転者に要求・依
頼して同乗すると

　２年以下の懲役または３０万円以下の罰金
●自動車の使用者等が無免許運転を命じたり、
容認すると

　３年以下の懲役または５０万円以下の罰金
●運転免許証を不正に取得すると
　３年以下の懲役または５０万円以下の罰金

“ヒヤリ体験”ありませんか？
　スーパーなどの駐車場で、バックで駐車しようとしたらガ
ツンと何かに当たり、慌てて見たら、ショッピングカートだっ
た。などのヒヤリ体験はありませんか？
　ヒヤリ体験は事故になってもおかしくない状況で幸いに
も事故にならなかった、事故を回避できたケースを表す言
葉です。その原因は、事故とほとんど変わらず、「見る」こと
に関係したものです。大きな事故を防ぐには、小さな“ヒヤ
リ”を無くすこと。注意して「見る」ことの重要性がわかりま
す。

命を守るシートベルト
～全ての座席で着用しましょう～
　車に乗る時はシートベルトを必ず締
めましょう。
　平成２５年中、県内の死亡事故にお

けるシートベルト着用状況は非着用が９件で、うち８人が
着用していれば助かったと思われます。助手席、後部座
席も必ず着用すること。シートベルトを着用することで、
守ることができる命があります。

道
交
法
一
部
改
正

〜
平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
施
行
〜

「無免許運転の罰則強化！！」「無免許運転の罰則強化！！」
【改正前】

１年以上の懲役または
３０万円以下の罰金

【改正後】
３年以下の懲役または
５０万円以下の罰金

無免許運転を助長する車の提供、同条の罰則を新設
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平成24年7月から12月生まれの
お子さんさんです

歳になったよ！歳になったよ！

　昭和49年6月、連合婦人会が作詞、大豊ミュージッククラブが作曲した「大豊小唄」をご存じですか？
　公民館活動の一環として作詞から作曲、歌唱、振り付けまで全部町民の手によって完成されたこの曲。
　今聴き返してみると、大豊町のことがギュッと詰まった素敵な曲だと再発見！昔は運動会などで踊っ
ていた学校もあるので、「今でも踊れる！」という方もいるのでは？
　大豊町ホームページの「動画ライブラリー」で、「大豊小唄」を聴くことができるので、ぜひ聴いてみて
ください。今年の夏は「大豊小唄」を夏祭りで踊れるようになったらいいですね～。

たよ！！！歳 たったたたたたなっっなっっ歳ににになな歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳 なななななな歳歳 たたたたっっっ歳歳にににににににににに たたなな たたたたなな たた歳歳 ななっっ歳になったよよたたたたよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ！！！！！
れののの

歳歳歳歳

大
豊
小
唄

　
　
　
　
　

大
豊
町
連
合
婦
人
会　

作
詞

　
　

大
豊
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ク
ラ
ブ　

作
曲

一　

山
の
み
ど
り
を
二
つ
に
わ
け
て

　
　

流
れ
一
す
じ
吉
野
川

　
　

水
の
帯
地
の
紫
そ
め
た

　
　

花
が
絵
に
な
る
岩
つ
つ
じ

二　
の
ぼ
る
朝
日
に
樹
氷
が
映
え
て

　
　

虹
の
花
咲
く
恋
も
咲
く

　
　

冬
は
ス
キ
ー
よ
夏
な
ら
キ
ャ
ン
プ

　
　

若
い
こ
だ
ま
の
梶
ヶ
森

三　

誰
が
き
め
た
か
お
薬
師
様
の

　
　

夏
の
祭
を
七
夕
と

　
　

天
の
河
原
の
あ
の
星
の
よ
う
に

　
　

好
き
な
二
人
が
逢
え
る
よ
に

四　

杉
は
木
ど
こ
ろ
日
本
一
の

　
　

夢
を
育
て
る
町
づ
く
り

　
　

山
が
重
な
る
そ
の
山
ぬ
っ
て

　
　

道
が
開
け
る
西
東

広
報
が
ゆ
く
！

広
報
が
ゆ
く
！

広
報
が
ゆ
く
！

広
報
が
ゆ
く
！

「
大
豊
小
唄
」
知
っ
て
る
？

※お名前等は個人情報保護法により割愛いたします。




